
  

       第２１条 シリーズポイント  

           各レースで取得した得点のうち、高い得点の６レースの合計得点により決定する。  

同ポイントの場合は下記に従い順位を決定する。  

１．上位入賞回数の多い順  

２．上記１．も同じの場合、第 8 戦の上位順を基に順位を決定する。  

３．予選ヒートはシリーズポイントに付与されない。  

  

第２２条 チームポイント  

      各チーム 2 人の選手が取得した得点が与えられる。8 レースの合計得点により決定する。  

  

第６章 ペナルティに関する事項 

 

第２３条 ペナルティ   

１．ペナルティは次の５種がある。   

１） 警告   

２） 罰金   

３） タイムペナルティ   

４） ラップペナルティ   

５） 失格（当該タイムトライアル、ヒート、またはレースの失格）２．警告はその必要ありと

認められた軽反則に対して発せられる。  

  

３．罰金は成績に対するペナルティには至らない違反に適用される。  

  

４．タイムペナルティは失格には至らない違反に適用される。  

  

５．ラップペナルティは失格には至らない違反に適用される。   

  

６．失格は次の反則行為に課せられる。   

１） 規則に反してまたは不当に得たアドバンテージ。   

２） 故意に自己または他人の安全を省みることなく行う危険行為。   

３） 与えられたオフィシャル指示を故意に無視した際。   

４） 与えられたフラッグサインの無視。   

  

＜ペナルティの例＞   

（１） エントリーの遅れ（オーガナイザーが認めた場合、但し２週間前まで）   

⇒遅延賠償（事務局手数料５，５００円）   

（２） 当日受付確認の遅れ（オーガナイザーが認めた場合、但し公式練習まで）   

⇒遅延賠償（事務局手数料５，５００円）   


